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                         令和元年 6 月 28 日 

会 員 各 位 
関東信越税理士会新潟県支部連合会 

公益活動対策部長 小 嶋 徹  
共 催  新潟県税理士協同組合  

 

成年後見制度に関する更新及び普及研修会のご案内 

 
「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成 28 年 5 月 13 日から施行さ

れました。本法律では、国の責務等を明らかにし、利用促進会議を設置すること

等により、成年後見制度利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

こととされています。 
 超高齢社会の喫緊の課題に対処するために、我々税理士による成年後見制度

への積極的な参画は論を俟ちません。これらをより確実なものにするため、成年

後見制度利用促進法や実務方法論の研修の機会が必要と考えました。そこで本

年度は、成年後見実務に精通されている税理士の神田秀幸先生（三条支部所属）

を講師としてお招きし、実務方法論等のご教示をいただきます。また、併せて成

年後見分野でご活躍なさっている弁護士 相原佳子先生の日税連作成ＤＶＤ研

修も企画いたしました。会員並びに職員多数の皆様からご参加いただきますよ

うご案内申し上げます。なお、本研修は成年後見更新研修の単位（3 単位）とし

て認定されますことを申し添えます。 
記 

 
1. 日  時  令和元年 9 月 17 日（火）午後 1 時 30 分より午後 4 時 30 分 
                       （受付午後 1 時 00 分より） 
2. 会  場  新潟ユニゾンプラザ ５階 特別会議室 
        新潟市中央区上所 2-2-2 TEL 025-281-5511 
3. 講   師  神田 秀幸  氏（税理士 三条支部所属） 

         相原 佳子  氏（弁護士）日税連ＤＶＤ研修 

4. テ ー マ  成年後見制度と専門職後見人・支援者の業務～法定後見業務～ 
5. 受 講 料  4,000 円（テキスト代含む） 
6. 申込方法  同封の振込用紙に必要事項を記入の上、8 月 16 日（金）まで 
        にお振込ください。 

 定員 40 名（定員になり次第、締め切らせていただきます）。 

      ※キャンセルは 9 月 3 日までお受けします。以後のキャンセル 
及び当日の欠席の場合、受講料の返金はいたしませんが、研修会 
終了後にテキストをお送りします。 

（注）バーコード付研修カードをご持参ください。（研修時間 3 時間） 


